
訓

令 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号 

埼
玉
県
教
育
局 

県
立
教
育
機
関 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
三
年
三
月
三
十
日 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
埼
玉
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
中
「
所
属
長
を
経
て
」
を
削
る
。 

 

第
七
条
第
三
項
中
「
所
属
長
」
を
「
教
育
局
教
育
総
務
部
総
務
課
長
（
以
下
「
総
務
課
長
」
と

い
う
。
）
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
第
二
項
中
「
教
育
局
教
育
総
務
部
総
務
課
長
（
以
下
「
総
務
課
長
」
と
い
う
。
）
」
を

「
総
務
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
紛
失
又
は
き
損
し
た
」
を
「
紛
失
し
、
又
は
毀
損
し

た
」
に
改
め
、
「
所
属
長
を
経
て
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
所
属
長
を
経
て
」
を
削
る
。 

 

第
八
条
の
二
第
一
項
中
「
勤
務
の
た
め
に
」
を
削
る
。 

 

様
式
第
七
号
か
ら
様
式
第
八
号
の
二
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

      
 

     



                      

 様式第７号（第１０条関係） 

    年 分 休 暇 簿                      

職 名 氏              名 本年使用できる         前 年 か ら の 繰 越 日 数 日 

   条 例 の 規 定 に 基 づ く 日 数                  日 

採 用 年 月 日 年    月   日   年 次 休 暇 日 数         計 日 

受 理 
（承認） 
月 日 

届 出 
（申請） 
月 日 

受 理（承 認） 
休 暇 の 期 間 

休暇の

種 類 

休暇（年次休暇を
除く。）の理由 

年 次 休 暇 

の 残 日 数 

夏季休暇

の残日数 

ボランテ
ィア休暇
の残日数 

備考 
    

・ ・     
月 日から 

月 日まで 

日 時間 年 休 
その他 
（ ） 

 
日 時間 分 日 日 

 時間 時間 
分 分 

・ ・     
月 日から 

月 日まで 

日 時間 年 休 
その他 
（ ） 

 
日 時間 分 日 日 

 時間 時間 
分 分 

・ ・     
月 日から 

月 日まで 

日 時間 年 休 
その他 
（ ） 

 
日 時間 分 日 日 

 時間 時間 
分 分 

・ ・     
月 日から 

月 日まで 

日 時間 年 休 
その他 
（ ） 

 
日 時間 分 日 日 

 時間 時間 
分 分 

・ ・     
月 日から 

月 日まで 

日 時間 年 休 
その他 
（ ） 

 
日 時間 分 日 日 

 時間 時間 
分 分 

・ ・     
月 日から 

月 日まで 

日 時間 年 休 
その他 
（ ） 

 
日 時間 分 日 日 

 時間 時間 
分 分 

・ ・     
月 日から 

月 日まで 

日 時間 年 休 
その他 
（ ） 

 
日 時間 分 日 日 

 時間 時間 
分 分 

・ ・     
月 日から 

月 日まで 

日 時間 年 休 
その他 
（ ） 

 
日 時間 分 日 日 

 時間 時間 
分 分 

 備考 １ 受理（承認）欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 

    ２ 休暇の期間の欄は、子育て休暇、家族看護休暇、夏季休暇、出産補助休暇、男性職員の育児参加のための休暇又はボランティア休暇

の残日数のすべてを使用する場合には、１時間未満の端数についても記入すること。 

    ３ 休暇の種類の欄は、年次休暇にあつては「年休」を○で囲み、その他の休暇にあつては「その他」を○で囲み、（ ）内に特別休暇に

あつては「特休」、病気休暇にあつては「病休」、組合休暇にあつては「組休」と記入すること。 



                                  

様式第７号の２（第１０条関係） 

 

年 分 病 気 休 暇 簿                      

職名 氏名  

   

承認 

月日 

申請 

月日 

承認 
期   間 

期間の連続 

性の有無等 
理   由 

証明 
書類の 
有無 

備 考 決裁 
権者 

   

・ ・     月  日  時  分から 
月  日  時  分まで 

日 □有（合計  日） 
□無 

 
□有 
□無 

 
    時  

・ ・     月  日  時  分から 
月  日  時  分まで 

日 □有（合計  日） 
□無 

 
□有 
□無 

 
    時  

・ ・     月  日  時  分から 
月  日  時  分まで 

日 □有（合計  日） 
□無 

 
□有 
□無 

 
    時  

・ ・     月  日  時  分から 
月  日  時  分まで 

日 □有（合計  日） 
□無 

 
□有 
□無 

 
    時  

・ ・     月  日  時  分から 
月  日  時  分まで 

日 □有（合計  日） 
□無 

 
□有 
□無 

 
    時  

・ ・     月  日  時  分から 
月  日  時  分まで 

日 □有（合計  日） 
□無 

 
□有 
□無 

 
    時  

・ ・     月  日  時  分から 
月  日  時  分まで 

日 □有（合計  日） 
□無 

 
□有 
□無 

 
    時  

・ ・     月  日  時  分から 
月  日  時  分まで 

日 □有（合計  日） 
□無 

 
□有 
□無 

 
    時  

・ ・     月  日  時  分から 
月  日  時  分まで 

日 □有（合計  日） 
□無 

 
□有 
□無 

 
    時  

・ ・     月  日  時  分から 
月  日  時  分まで 

日 □有（合計  日） 
□無 

 
□有 
□無 

 
    時  

備考 １ 承認欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 
２ 「期間の連続性の有無等」の欄には、今回の申請に係る特定病気休暇（職員の勤務時間、休暇等に関する規則第10条第３項第１号から第３
号までに掲げる場合以外の場合における病気休暇をいう。以下同じ。）の期間と前回までの特定病気休暇の期間が連続する場合（連続するも
のとみなされる場合を含む。）に該当するかについてその有無を記入し、これに該当するときは、今回の申請に係る特定病気休暇の日数と前
回までに使用した特定病気休暇の日数を合計した日数（当該療養期間中の週休日等の日数を含み１日以外を単位とする特定病気休暇を申請
する日又は使用した日については、これらの日を１日として算出した日数）を記入すること。 

 



  
 

様式第８号（第１０条関係） 

 

介 護 休 暇 簿                                  （第一面）  
   所     属 氏     名 

     

要 介 護 者 に 

関 す る 事 項 

氏 名  要 介 護 者 の 状 態 及 び 具 体 的 な 介 護 の 内 容 

続 柄  
第１回 

  

同 居 ・ 別 居 の 別 □ 同居          □ 別居   

介護が必要となった時期 

 

年     月     日  

第２回   

第３回   

指 定 期 間 の 申 出 ・ 指 定 

第１回 第２回 第３回 

申出の期間 申出日 
決裁 

権者 
通算期間 申出の期間 申出日 

決裁 

権者 
通算期間 申出の期間 申出日 

決裁 

権者 
通算期間 

年 月 日から 

年 月 日まで 
  月  日 

年 月 日から 

年 月 日まで 
  月  日 

年 月 日から 

年 月 日まで 
  月  日 

備考 備考 備考 

指 定 期 間 の 延 長 ・ 短 縮 

第１回 第２回 第３回 

延長・短縮後の 

末日 
申出日 

決裁 

権者 

延長・短縮後の 

通 算 期 間 

延長・短縮後の 

末日 
申出日 

決裁 

権者 

延長・短縮後の 

通 算 期 間 

延長・短縮後の 

末日 
申出日 

決裁 

権者 

延長・短縮後の 

通 算 期 間 

（ 年 月 日から） 

年 月 日まで 
  月  日 

（ 年 月 日から） 

年 月 日まで 
  月  日 

（ 年 月 日から） 

年 月 日まで 
  月  日 

備考 備考 備考 



                                  

 

（第二面）  
介 護 休 暇 の 請 求 ・ 承 認 

承 認 

年月日 

請 求 

年月日 

承 認 総務
担当
処理 

休     暇     の     期     間 
備 考 決裁

権者 
 年     月     日 時      間 

日・ 
時間数 

・ ・ ・ ・    年  月  日から 
年  月  日まで 

□毎日 
□その他（  ） 

時 分～  時 分 
時 分～  時 分 

日  
   時  

・ ・ ・ ・    年  月  日から 
年  月  日まで 

□毎日 
□その他（  ） 

時 分～  時 分 
時 分～  時 分 

日  
   時  

・ ・ ・ ・    年  月  日から 
年  月  日まで 

□毎日 
□その他（  ） 

時 分～  時 分 
時 分～  時 分 

日  
   時  

・ ・ ・ ・    年  月  日から 
年  月  日まで 

□毎日 
□その他（  ） 

時 分～  時 分 
時 分～  時 分 

日  
   時  

・ ・ ・ ・    年  月  日から 
年  月  日まで 

□毎日 
□その他（  ） 

時 分～  時 分 
時 分～  時 分 

日  
   時  

・ ・ ・ ・    年  月  日から 
年  月  日まで 

□毎日 
□その他（  ） 

時 分～  時 分 
時 分～  時 分 

日  
   時  

・ ・ ・ ・    年  月  日から 
年  月  日まで 

□毎日 
□その他（  ） 

時 分～  時 分 
時 分～  時 分 

日  
   時  

・ ・ ・ ・    年  月  日から 
年  月  日まで 

□毎日 
□その他（  ） 

時 分～  時 分 
時 分～  時 分 

日  
   時  

・ ・ ・ ・    年  月  日から 
年  月  日まで 

□毎日 
□その他（  ） 

時 分～  時 分 
時 分～  時 分 

日  
   時  

・ ・ ・ ・    年  月  日から 
年  月  日まで 

□毎日 
□その他（  ） 

時 分～  時 分 
時 分～  時 分 

日  
   時  

・ ・ ・ ・    年  月  日から 
年  月  日まで 

□毎日 
□その他（  ） 

時 分～  時 分 
時 分～  時 分 

日  
   時  

・ ・ ・ ・    年  月  日から 
年  月  日まで 

□毎日 
□その他（  ） 

時 分～  時 分 
時 分～  時 分 

日  
   時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 

年  月  日まで 
□毎日 
□その他（  ） 

時 分～  時 分 
時 分～  時 分 

日  
   時  

備考 １ 承認の欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 

２ 該当する□にはレ印を記入すること。 



  
 

 

（第三面）  

介 護 休 暇 の 取 消 し 等 

受 理 

年月日 

届 出 

年月日 

受   理 総務
担当
処理 

休 暇 の 取 消 し 等 の 期 間 
備     考 決裁 

権者 
 年   月   日 時        間 

日・ 
時間数 

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 

年  月  日まで 
時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

日  

   時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 

年  月  日まで 
時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

日  

   時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 

年  月  日まで 
時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

日  

   時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 

年  月  日まで 
時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

日  

   時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 

年  月  日まで 
時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

日  

   時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 

年  月  日まで 
時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

日  

   時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 

年  月  日まで 
時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

日  

   時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 

年  月  日まで 
時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

日  

   時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 

年  月  日まで 
時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

日  

   時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 

年  月  日まで 
時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

日  

   時  

・ ・ ・ ・ 
   年  月  日から 

年  月  日まで 
時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

日  

   時  

備考 受理の欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 



 
 

                                 

様式第８号の２（第１０条関係） 
 

介 護 時 間 簿                                   （表面）  
        所   属 氏   名 

          

要介護者に

関する事項 

氏     名     

要介護者の状

態及び具体的

な介護の内容 

  

続     柄       

同居・別居の別 □ 同居     □ 別居   
介護が必要となった時期 

年    月    日       
  

連続する３年の期間 
年    月    日から     年    月   日まで 

  

承 認 

年月日 

請 求 

年月日 

承 認 総務

担当

処理 

休    暇    の    期    間 
備 考 決裁

権者 
 年     月     日 時         間 

・ ・ ・ ・    
年  月  日から 
年  月  日まで 

□毎日 
□その他（  ） 

時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

 

・ ・ ・ ・    
年  月  日から 
年  月  日まで 

□毎日 
□その他（  ） 

時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

 

・ ・ ・ ・    
年  月  日から 
年  月  日まで 

□毎日 
□その他（  ） 

時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

 

・ ・ ・ ・    
年  月  日から 
年  月  日まで 

□毎日 
□その他（  ） 

時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

 

・ ・ ・ ・    
年  月  日から 
年  月  日まで 

□毎日 
□その他（  ） 

時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

 

・ ・ ・ ・    
年  月  日から 
年  月  日まで 

□毎日 
□その他（  ） 

時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

 

・ ・ ・ ・    
年  月  日から 
年  月  日まで 

□毎日 
□その他（  ） 

時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

 

・ ・ ・ ・    
年  月  日から 
年  月  日まで 

□毎日 
□その他（  ） 

時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

 

備考 １ 承認の欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 
２ 該当する□にはレ印を記入すること。 



 
 

 

                                                 （裏面）  

受 理

年月日 

届 出

年月日 

受   理 総務 

担当 

処理 

休 暇 の 取 消 し 等 の 期 間 
備         考 決裁 

権者 
 年   月   日 時       間 

・ ・ ・ ・    
年  月  日から 
年  月  日まで 

時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

 

・ ・ ・ ・    
年  月  日から 
年  月  日まで 

時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

 

・ ・ ・ ・    
年  月  日から 
年  月  日まで 

時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

 

・ ・ ・ ・    
年  月  日から 
年  月  日まで 

時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

 

・ ・ ・ ・    
年  月  日から 
年  月  日まで 

時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

 

・ ・ ・ ・    
年  月  日から 
年  月  日まで 

時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

 

・ ・ ・ ・    
年  月  日から 
年  月  日まで 

時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

 

・ ・ ・ ・    
年  月  日から 
年  月  日まで 

時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

 

・ ・ ・ ・    
年  月  日から 
年  月  日まで 

時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

 

・ ・ ・ ・    
年  月  日から 
年  月  日まで 

時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

 

・ ・ ・ ・    
年  月  日から 
年  月  日まで 

時  分～  時  分 
時  分～  時  分 

 

備考 受理の欄の職名等は適宜変更又は増減できること。 



様
式
第
十
一
号
か
ら
様
式
第
十
三
号
ま
で
の
規
定
中
「 

」
を
削
る
。 

様
式
第
十
四
号
か
ら
様
式
第
十
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

㊞
 



             
 

 様式第１４号（第１４条関係） 

職 名 氏       名 
職 務 専 念 義 務 免 除 願 簿 

  

承認年月日 
承       認 

職 免 を 受 け る 期 間 
職免を受ける

具体的理由 
申請月日 備      考 

課長    

     月 日から 
月 日まで 日 時間 

   

     月 日から 
月 日まで 日 時間 

   

     月 日から 
月 日まで 

日 時間 
   

     月 日から 
月 日まで 日 時間 

   

     月 日から 
月 日まで 日 時間 

   

     月 日から 
月 日まで 

日 時間 
   

     月 日から 
月 日まで 

日 時間 
   

     月 日から 
月 日まで 日 時間 

   

     月 日から 
月 日まで 日 時間 

   

 備考 １ 承認欄の職名は、適宜変更又は増減できること。 

 ２ 職免を受ける理由については、必要により別紙によることができること。 



                                  

 
様

式
第

１
５

号
（

第
１

４
条

関
係

）
 

 

職
務

専
念

義
務

免
除

願
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
埼

玉
県

教
育

委
員

会
教

育
長

 
 

様
 

 

所
属

所
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

職
 

 
名

 
氏

 
 

 
 

 
 

 
名

 
  

 
下

記
の

と
お

り
職

務
専

念
の

義
務

を
免

除
さ

れ
た

く
お

願
い

し
ま

す
。

 

 

記
 

 １
 

理
由
 

 

２
 

期
日
 

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

 
時

か
ら

 

 
 

 
月

 
 

 
日

 
 

 
時

ま
で

 
 

 
日

（
時

）
間

 

   

年
 

 
月

 
 

日
 

 

  
上

記
に

つ
い

て
、

 
 

 
 

 
と

し
ま

す
。

 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

教
育

長
 

 
 

 
 

 
 

 

【
承

認
番

号
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

】
 

 

 

承
認

 

不
承

認
 



 
 

 
 

                                 
様

式
第

１
６

号
（

第
１

４
条

関
係

）
 

                                 
（

注
）

所
属

長
は

、
別

途
意

見
を

付
す

こ
と

。
 

 

職
務

専
念

義
務

免
除

願
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
埼

玉
県

教
育

委
員

会
教

育
長

 
 

様
 

 

所
属

所
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

職
 

 
名

 
氏

 
 

 
 

 
 

 
名

 
  

 
下

記
の

と
お

り
職

務
専

念
の

義
務

を
免

除
さ

れ
た

く
お

願
い

し
ま

す
。

 

 

記
 

 

１
 

理
由
 

 

２
 

従
事

す
る

団
体

等
名
 

 

３
 

役
職

名
 

 

４
 

職
務

内
容
 

 

５
 

期
間
 

 

６
 

実
従
事
日
数
（
時
間
）
 

年
 

 
 

回
 

 
 

日
 

 
 

 
時

間
 

 

月
 

 
 

回
 

 
 

日
 

 
 

 
時

間
 

 

週
 

 
 

回
 

 
 

日
 

 
 

 
時

間
 

 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
時

間
 

 

７
 

報
酬

の
有

無
 

 
  

年
 

 
月

 
 

日
 

 

  
上

記
に

つ
い

て
、

 
 

 
 

 
と

し
ま

す
。

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼

玉
県

教
育

委
員

会
教

育
長

 
 

 
 

 
 

 

【
承

認
番

号
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

】
 

 

 

承
認

 

不
承

認
 



 

様
式
第
十
六
号
の
二
か
ら
様
式
第
十
六
号
の
八
ま
で
の
規
定
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
七
号
か
ら
様
式
第
十
九
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                

㊞
 



                                   
様

式
第

１
７

号
（

第
１

５
条

関
係

）
 

                                
（

注
）

所
属

長
は

、
別

途
意

見
を

付
す

こ
と

。
 

 

営
利

企
業

従
事

等
許

可
願

 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
埼

玉
県

教
育

委
員

会
教

育
長

 
 

様
 

 

所
属

所
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

職
 

 
名

 
氏

 
 

 
 

 
 

 
名

 
  

 
下

記
の

と
お

り
営

利
企

業
に

従
事

等
し

た
い

の
で

、
許

可
さ

れ
た

く
お

願
い

し
ま

す
。

 

 

記
 

 

１
 

理
由
 

 

２
 

従
事

す
る

団
体

等
名
 

 

３
 

所
在

地
 

 

４
 

団
体

等
の

事
業

内
容
 

 

５
 

役
職

名
 

 

６
 

職
務

内
容
 

 

７
 

期
間
 

 

８
 

実
従
事
日
数
（
時
間
）
 

年
 

 
 

回
 

 
 

日
 

 
 

 
時

間
 

 

月
 

 
 

回
 

 
 

日
 

 
 

 
時

間
 

 

週
 

 
 

回
 

 
 

日
 

 
 

 
時

間
 

 

日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
時

間
 

 

９
 

報
酬

の
額
 

 

 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

  
上

記
に

つ
い

て
、

 
 

 
 

 
と

し
ま

す
。

 

 

埼
玉

県
教

育
委

員
会

教
育

長
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

【
許

可
番

号
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

】
 

 

 

許
可
 

不
許

可
 



                                   
様
式
第
１
８
号
（
第
１
６
条
関
係
）
 

兼
職

（
兼

業
）

承
認

願
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

年
 

 
月

 
 
日
 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長
 

 
様
 

所
属
所
名
 

職
 

 
名

 
氏

 
 
 
 
 
 
 
名
 

 
 

下
記
の
と
お
り
兼
職
（
兼
業
）
し
た
い
の
で
、
承
認
さ
れ
た
く
お
願
い
し
ま
す
。
 

記
 

１
 
兼
職
（
兼
業
）
 

(
１

)
 
場

 
所
 

(
２

)
 
兼
職
（
兼
業
）
名
 

(
３

)
 
兼
職
（
兼
業
）
の
職
務
内
容
、
勤
務
状
態
及
び
必
要
性
 

(
４

)
 
兼
職
（
兼
業
）
に
よ
り
受
け
る
給
与
、
報
酬
等
 

(
５

)
 
兼
職
（
兼
業
）
に
従
事
す
る
期
間
及
び
時
間
 

２
 
職
務
上
の
支
障
の
有
無
及
び
措
置
 

３
 
そ
の
他
に
兼
職
又
は
兼
業
し
て
い
る
職
務
の
有
無
 

４
 
そ
の
他
必
要
事
項
 

  

年
 

 
月

 
 
日
 
 

 
上
記
に
つ
い
て
、

 
 
 
 
 
と
し
ま
す
。
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長

 
 

 
 

 
 
【
承
認
番
号
：
 
 

 
 
 
 
 
 
 
】
 

 
（
注
）
所
属
長
は
、
別
途
意
見
を
付
す
こ
と
。
 

承
認
 

不
承
認
 



 
 

                                  
様

式
第

１
９

号
（

第
１

７
条

関
係

）
 

                                 
（

注
）

所
属

長
は

、
別

途
意

見
を

付
す

こ
と

。
 

 

職
員

団
体

専
従

許
可

願
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
埼

玉
県

教
育

委
員

会
 

 
様

 

 

所
属

所
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

職
 

 
名

 
氏

 
 

 
 

 
 

 
名

 
  

 
下

記
の

と
お

り
職

員
団

体
の

業
務

に
専

ら
従

事
し

た
い

の
で

、
許

可
さ

れ
た

く
お

願

い
し

ま
す

。
 

 

記
 

 １
 

職
員
団
体
名
 

 

２
 

役
職

名
 

 

３
 

期
間
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
か

ら
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
 

 
 

月
 

 
 

日
ま

で
 

 
 

日
間

 
 

 
 

 
 

 

 



 

様
式
第
十
九
号
の
二
及
び
様
式
第
十
九
号
の
三
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
十
九
号
の
四
（
表
）
中
「 

」
を
削
り
、
同
様
式
（
裏
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                

㊞
 

㊞
 



 
 

裏
 

  
受

理
 

部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
を
取
り
消
す
時
間
 

時
間
数
 

備
考
 

 

 
決
裁

権
者
 
 

 
 

月
日
 
午

前
 
午

後
 

 

 
 

 
 

 
・
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

 
 

 
・
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

 
 

 
・
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

 
 

 
・
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

 
 

 
・
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

 
 

 
・
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

 
 

 
・
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

 
 

 
・
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

 
 

 
・
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

 
 

 
・
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

 
 

 
・
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

 
 

 
・
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

 
 

 
・
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

時
間
 

分
 
 

 

 
 

 
 

 
・
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

 
時

 
分
か
ら
 

 
時

 
分
ま
で
 

時
間
 

分
 
 

 

（
注
）
受
理
欄
の
職
名
等
は
適
宜
変
更
又
は
増
減
で
き
る
こ
と
。
 

 



職
 
印

 

「 

」 
様
式
第
十
九
号
の
五
か
ら
様
式
第
二
十
号
ま
で
の
規
定
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
十
一
号
中 

 
 

 
 

を
削
る
。 

 
様
式
第
二
十
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                               

㊞
 



                                   
様

式
第

２
２

号
（

第
２

２
条

関
係

）
 

 

秘
密

事
項

発
表

許
可

願
 

 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

 
埼

玉
県

教
育

委
員

会
 

様
 

 

所
属

所
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

職
 

 
名

 
氏

 
 

 
 

 
 

 
名

 
  

 
下

記
の

と
お

り
職

務
上

の
秘

密
事

項
を

発
表

し
た

い
の

で
、

許
可

さ
れ

た
く

お
願

い

し
ま

す
。

 

 

記
 

 １
 

発
表
を
必
要
と
す
る
理
由

 
 

２
 

発
表

内
容
 

 

３
 

発
表

期
日
 

 

    

年
 

 
月

 
 

日
 

 

  
上

記
に

つ
い

て
、

 
 

 
 

 
と

し
ま

す
。

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼

玉
県

教
育

委
員

会
 

 
 

 
 

 
 

 

【
許

可
番

号
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

】
 

 

 

許
可
 

不
許

可
 



 

様
式
第
二
十
三
号
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
十
四
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

㊞
 



 
 

様式第２４号（第２４条関係） 

休 日 ・ 時 間 外 等 勤 務 命 令 簿                      

職名 氏名  

   

命       令 

勤務命令 

年月日 

命令時間 命令時間（変更） 勤務区分 

勤務 

の 

内容 

備考 

命令（変更） 
開始時刻 

 

終了時刻 

うち 

休憩時間 

開始時刻 

 

終了時刻 

うち 

休憩時間 

時間外勤務 

休日 

勤務 

時間外勤 

務代休時 

間の勤務 
決裁

権者 
   100/100 125/100 135/100 

150/100 

160/100 

175/100 

60H前 
＋50 

(100) 

＋25 

(125) 

＋15 

(135) 

＋50 

(125) 

＋25 

(150) 

＋15 

(160) 

    

・ ・ 

 時 分から  時 分から  時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

  

 時 分 時 分まで  時 分 時 分まで 

  から 時 分から   から 時 分から 

    

 時 分まで  時 分まで 

 時 分

まで 

時 分から  時 分

まで 

時 分から 

  まで 時 分まで   まで 時 分まで 

    

・ ・ 

 時 分から  時 分から  時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

  

 時 分 時 分まで  時 分 時 分まで 

  から 時 分から   から 時 分から 

    

 時 分まで  時 分まで 

 時 分

まで 

時 分から  時 分

まで 

時 分から 

  まで 時 分まで   まで 時 分まで 

    

・ ・ 

 時 分から  時 分から  時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

  

 時 分 時 分まで  時 分 時 分まで 

  から 時 分から   から 時 分から 

    

 時 分まで  時 分まで 

 時 分

まで 

時 分から  時 分

まで 

時 分から 

  まで 時 分まで   まで 時 分まで 

    

・ ・ 

 時 分から  時 分から  時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 

  

 時 分 時 分まで  時 分 時 分まで 

  から 時 分から   から 時 分から 

    

 時 分まで  時 分まで 

 時 分

まで 

時 分から  時 分

まで 

時 分から 

  まで 時 分まで   まで 時 分まで 

    

・ ・ 

 時 分から  時 分から  時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

 時間 分 

 

 

・ 

 

 

 

 

  

 時 分 時 分まで  時 分 時 分まで 

  から 時 分から   から 時 分から 

    

 時 分まで  時 分まで 

 時 分

まで 

時 分から  時 分

まで 

時 分から 

  まで 時 分まで   まで 時 分まで 

備考 命令欄の職名等は、適宜変更又は増減できること。 



 

様
式
第
二
十
四
号
の
二
か
ら
様
式
第
二
十
六
号
ま
で
の
規
定
中
「 

」
を
削
る
。 

 

様
式
第
二
十
七
号
及
び
様
式
第
二
十
八
号
中 

 
 

 

を
削
り
、
「 

 

」
を
「 

」
に
改
め

る
。 

 
 

 
附 

則 

１ 

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
前
の
埼
玉
県
教
育
局
等
職
員
服
務
規
程
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙

は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

   

㊞
 

職
印

 

「 

」 
ご

ろ
 

頃
 


